
おおいた優良産廃処理業者評価制度実施要綱 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、「おおいた優良産廃処理業者評価制度」の実施のため

に必要な事項を定め、認定基準に適合した処理業者を認定することにより、

処理業者のレベルアップを図り、さらに廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和４５年法律第１３７号）（以下「法」という。）に基づく優良産

廃処理業者認定制度の優良認定業者へステップアップすることを目的とす

る。また、排出事業者からより優良な処理業者へ産業廃棄物の処理委託が

進むことにより、適正処理が推進されることを期待するものである。 
 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

（１）産業廃棄物 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００

号）第２条に規定する産業廃棄物及び第２条の４に規定する特別管理産

業廃棄物をいう。 

（２）産業廃棄物処分業者 

 法第１４条第６項、法第１４条の２第１項、法第１４条の４第６項、

法第１４条の５第１項の規定による大分県知事（以下「知事」という。）

の許可を受けている者をいう。 

（３）特定不利益処分 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第９条の３第１号に規定

する特定不利益処分をいう。 
 

（認定） 

第３条 知事は、申請に基づき審査し、別表１に定める基準に適合すると認

められる産業廃棄物処分業者を、申請に基づき審査し、おおいた優良産廃

処理業者（以下「認定業者」という。）として認定する。 

２ 前項の認定を受けようとする者は、産業廃棄物処分業者として、５年以上

の業務実績のある者とし、別に定める申請書等により知事に申請する。 

３ 第１項の認定を行った場合は、おおいた優良産廃処理業者認定証(以下「認

定証」という。)を交付する。 

４ 認定業者は、本制度の目的を理解し、産業廃棄物の適正処理に一層取り組

む等研鑽に努める。 
 



５ 第１項の規定による認定の有効期間は、法第１４条第６項又は法第１４条

の４第６項の許可の有効期間とする。ただし、許可の更新申請に併せて申

請を行う場合は、当該更新許可後の有効期間とする。 

６ 第１項の規定による認定は、前項の期間ごとにその更新を受けなければ、

その期間の経過によって、その効力を失う。 

７ 前項の更新の申請があった場合において、第５項の期間（以下この項及び

次項において「認定の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に

対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後も

その処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

８ 第２項の規定による申請に係る手数料は、徴収しない。 
 

（認定マーク） 

第４条 知事は、認定業者を広く県民及び排出事業者へ周知するために、認

定マークを定める。 

２ 認定業者は、前項の認定マークを使用することができる。 

３ 認定業者以外の者は、認定マーク又はこれと紛らわしい表示を使用しては

ならない。 
 

（変更届） 

第５条 認定業者は、申請書の記載事項のうち次に掲げる事項に変更があっ

たときは、当該変更が生じた日から１０日以内に知事にその旨を届け出な

ければならない。 

（１）住所（法人にあっては、その主たる事務所の所在地） 

（２）氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

（３）事業所の所在地 

（４）公開情報を閲覧できるホームページアドレス 

（５）別表１に規定する認定基準への適合状況 
 

（認定の取消等） 

第６条 知事は、認定業者が次の各号に掲げる事由に該当する場合は、直ち

に認定を取り消さなければならない。 

（１）特定不利益処分を受けた場合 

（２）偽りその他不正の手段により認定を受けた場合 

２ 知事は、認定業者が次の各号に掲げる事由に該当する場合は、認定の取消

を行うことができる。 

（１）第３条第１項の基準に適合しなくなった場合（前項第１号の場合を除

く。） 



（２）正当な理由なく第５条の届出をしなかった場合 

（３）その他認定業者としてふさわしくないと認められる場合 

３ 知事は、認定業者が第２項各号に該当するもののうち、その内容が軽微で

ある場合、又は役員等が法令等違反の容疑により逮捕、書類送検、又は逮

捕を経ないで公訴を提起された場合は、期限を定めて認定の効力を停止さ

せることができる。 

４ 第１項又は第２項第３号により認定を取り消された産業廃棄物処分業者

は、取り消された日から起算して５年間は、第３条第１項の認定に係る申

請を行うことができないものとする。 
 

（公表） 

第７条 知事は、第３条第１項の規定により認定を行った場合は、速やかに

当該産業廃棄物処分業者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の

氏名）等、別に定める項目について、県のホームページその他の方法によ

り公表するものとする。 

２ 知事は、前条第１項及び第２項の規定により認定の取消を行った場合は、

速やかに当該産業廃棄物処分業者の氏名（法人にあっては、その名称及び

代表者の氏名）等を、県のホームページその他の方法により公表するもの

とする。 

３ 知事は、前条第４項の規定により認定の効力を停止した場合は、速やかに

当該産業廃棄物処分業者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の

氏名）等を、県のホームページその他の方法により公表するものとする。 
 

（報告） 

第８条 知事は、この要綱の施行に必要な限度において、認定業者又は認定

を受けようとする者に対し、別表１に規定する認定基準への適合状況等に

ついて報告を求めることができる。 
 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、認定に関し必要な事項は別に定める。 
 

附則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成３０年６月１日から施行する。 

 この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 
 この要綱は、令和３年２月１日から施行する。 


